
株 式 会 社 Endemic Garden H（ 以 下 、 「 当 社 」 と い う 。 ） は 、 個 ⼈ 情 報 の

重 要 性 を 認 識 し 、 個 ⼈ 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 令 を 遵 守 し 、 当 社 で 取 り 扱

う 個 ⼈ 情 報 の 取 得 、 利 ⽤ お よ び 管 理 を ⾏ う 事 に よ り 、 お 客 様 の 個 ⼈ 情 報

を 守 り ま す 。  

1.個 ⼈ 情 報 取 扱 事 業 者  

〈 事 業 者 名 〉 株 式 会 社  Endemic Garden H 

2.当 社 が 保 有 す る 個 ⼈ 情 報  

当 社 は 、 お 客 様 の 当 社 施 設 ご 利 ⽤ 申 込 書 、 ア ン ケ ー ト な ど に 記 載 し

て い た だ い た 事 項 に つ き 個 ⼈ 情 報 を 取 得 及 び 保 有 し 、 こ の 個 ⼈ 情 報

は 、 当 社 の デ ー タ ベ ー ス シ ス テ ム に 登 録 さ れ ま す 。  

3.個 ⼈ 情 報 の 利 ⽤ ⽬ 的  

お 客 様 の 個 ⼈ 情 報 を 、 法 律 に 基 づ き 開 ⽰ が 義 務 づ け ら れ て い る 等 の

特 別 の 事 情 が 無 い 限 り 、 お 客 様 本 ⼈ の 事 前 の 承 諾 な し に 第 三 者 に 個

⼈ 情 報 の 開 ⽰ ・ 提 供 を い た し ま せ ん 。  

個 ⼈ 情 報  利 ⽤ ⽬ 的  

(1)  ⽒ 名 、 住 所 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 勤 務 先 及 び そ の 所 在 地  

•  ・ 当 社 各 施 設 の 宿 泊 、 飲 ⾷ 、 物 販 な ど の 業 務 に お け る 連 絡 、 ⼿ 配 、

情 報 資 料 送 付 、 料 ⾦ の 請 求  

•  ・ 当 社 各 施 設 の 営 業 案 内  

•  ・ 顧 客 動 向 分 析  

(2) ご 家 族 構 成 、 趣 味  

•  ・ 顧 客 動 向 分 析  

4.第 三 者 へ の 提 供 の 制 限  

当 社 は 、 個 ⼈ 情 報 を 適 切 に 管 理 し 、 あ ら か じ め 本 ⼈ の 同 意 を 得 る こ

と な く 第 三 者 に 提 供 す る こ と は ご ざ い ま せ ん 。 た だ し 、 次 の 場 合 は

除 き ま す 。  



● 法 令 に 基 づ く 場 合  

● ⼈ の ⽣ 命 、 ⾝ 体 ⼜ は 財 産 の 保 護 の た め に 必 要 が あ る 場 合 で あ っ

て 、 本 ⼈ の 同 意 を 得 る こ と が 困 難 で あ る と き 。  

● 公 衆 衛 ⽣ の 向 上 ⼜ は 児 童 の 健 全 な 育 成 の 推 進 の た め に 特 に 必 要 が

あ る 場 合 で あ っ て 、 本 ⼈ の 同 意 を 得 る こ と が 困 難 で あ る と き 。  

● 国 の 機 関若し く は 地⽅公共団体 ⼜ は そ の委託を受け た 者 が 法 令 の

定め る 事 務 を遂⾏ す る こ と に対し て協⼒す る 必 要 が あ る 場 合 で あ っ

て 、 本 ⼈ の 同 意 を 得 る こ と に よ り 当該事 務 の遂⾏ に⽀障を 及ぼす お

そ れ が あ る と き 。  

5.提 供 先 に 対 す る 措 置 要 求  

当 社 は 、サービス の 提 供 に 必 要 な外部の 取引先 な ど に 個 ⼈ 情 報 を 提

供 す る 場 合 、 提 供 先 に対し て 、 当該個 ⼈ 情 報 の使⽤ ⽬ 的もし く は使

⽤⽅法 の制限 そ の他必 要 な制限 を 付 し 、 ま た は そ の 適正な 取 扱 い に

つ い て 必 要 な措置を講じ る よ う 求 め ま す 。 ま た 、 個 ⼈ 情 報 取 扱 業 務

を委託す る と き は 、相⼿⽅と秘密保持契約を締結し ま す 。  

6.開 ⽰ 等 の ご 請 求 に 応 じ る ⼿ 続 き  

お 客 様 の 個 ⼈ 情 報 を 、 法 律 に 基 づ き 開 ⽰ が 義 務 づ け ら れ て い る 等 の

特 別 の 事 情 が 無 い 限 り 、 お 客 様 本 ⼈ の 事 前 の 承 諾 な し に 第 三 者 に 個

⼈ 情 報 の 開 ⽰ ・ 提 供 を い た し ま せ ん 。  

● 個 ⼈ 情 報 の 開 ⽰ 等 を ご希望の旨と 、 ご 連 絡 先 （現住 所 ・電話番

号） を明記 の うえ、 下 記 取 扱 い窓⼝ま で郵送 に て ご 連 絡 く だ さ い 。  

●担当 者 よ り 、 ご 請 求 者 に 開 ⽰ 等 申 請 書 を郵送 い た し ま す 。  

● 事 前 に 開 ⽰ 等 申 請 者 に 記 載 い た だ き 、 本 ⼈確認 が出来る証明書類

（運転免許証な ど ） のコピー と ともに 、 当 施 設 に直接ご持参い た だ

き ま す 。  

●担当 者 が 、 ご 本 ⼈ の確認 を し 、 開 ⽰ 等 申 請 書 と証明書類のコピー

を受取 り ま す 。  

● ご希望の 開 ⽰ 等 の 内容を確認後、 合 理 的 な期間お よ び範囲で ご郵

送 に て回答い た し ま す 。  



7.個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い お よ び 苦 情 に 関 す る 窓 ⼝  

株 式 会 社 Endemic Garden H 

〒905-1426  沖縄県国頭郡謝敷 161 

旧  謝敷区共同売店  

メ ー ル ア ド レ ス  con tac t@yambaru.co. jp  

受付時間  平⽇ 10:00〜 18:00  
 


